
  

【別表１】石巻市市税条例第５１条第１項 

改 正 後 現   行 

（４）法第２９４条第７項に規定する公益法人等のうち収益

事業を行わないもの 

・法人税法第 2 条第六号の公益法人等（財団・社団法人等） 

・防災街区整備事業組合、管理組合法人、団地管理組合法人 

・マンション建替組合及びマンション敷地売却組合 

・地方自治法第 260 条の 2 第 7 項に規定する認可地縁団体 

・政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与

に関する法律第 7 条の 2 第 1 項に規定する法人である政

党等 

・特定非営利活動促進法第 2 条第 2 項に規定する特定非営

利活動法人 

減免割合：均等割額の全部 

（４）公益社団法人及び公益財団法人 

（５）地方自治法第２６０条の２第１項の

認可を受けた地縁による団体 

（６）特定非営利活動促進法第２条第２項

に規定する法人で収益事業を行わない

もの 

（７）社会事業又は公益事業を行う法人で

ない社団又は財団で代表者又は管理人

の定めのあるもの（第２３条第３項の

規定により法人とみなされるものを除

く。） 

減免割合：均等割額の全部 

 

【別表２】石巻市市税条例施行規則 別表第１（第２条関係） 

改 正 後 現   行 

住宅又は家財について受けた損害の金額とその住宅

又は家財の価格に対する損害割合と前年中の合計所

得金額により減免割合を認定。 

合計所得金額 損害割合 減免割合 

5,000,000円以下 

10分の 5以上 
所得割額

の全部 

10分の 3以上

10分の 5未満 

所得割額

の 2分の 1 

5,000,000円超

7,500,000円以下 

10分の 5以上 
所得割額

の 2分の 1 

10分の 3以上

10分の 5未満 

所得割額

の 4分の 1 

7,500,000円超

10,000,000 円以下 

10分の 5以上 
所得割額

の 4分の 1 

10分の 3以上

10分の 5未満 

所得割額

の 8分の 1 
 

住宅又は家財について受けた損害の金額とその住宅

又は家財の価格に対する損害割合と前年中の合計所

得金額により減免割合を認定。 

合計所得金額 損害割合 減免割合 

5,000,000円以下 

10分の 5以上 
所得割額

の全部 

10分の 3以上

10分の 5未満 

所得割額

の 2分の 1 

5,000,000円超

7,500,000円以下 

10分の 5以上 
所得割額

の 2分の 1 

10分の 3以上

10分の 5未満 

所得割額

の 4分の 1 

7,500,000円超

10,000,000 円以下 

10分の 5以上 
所得割額

の 4分の 1 

10分の 3以上

10分の 5未満 

所得割額

の 8分の 1 
 

居住していた住宅が受けた損害の程度（り災証明）

と前年中の合計所得金額により減免割合を認定。 

合計所得金額 損害の程度 減免割合 

5,000,000円以下 

全 壊 

全 焼 

所得割額の

全部 

大規模半壊 
所得割額の

２分の１ 

半 壊 

半 焼 

所得割額の

４分の１ 

5,000,000円超

7,500,000円以下 

全 壊 

全 焼 

所得割額の

２分の１ 

大規模半壊 
所得割額の

４分の１ 

半 壊 

半 焼 

所得割額の

８分の１ 

7,500,000円超

10,000,000 円以下 

全 壊 

全 焼 

所得割額の

４分の１ 

大規模半壊 
所得割額の

８分の１ 
 

 減免基準なし 

 


